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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】導電膜と金属膜の積層構造のゲート電極膜を形
成する時、界面の粗度を均一にすることにより、比抵抗
を減少させる半導体素子の製造方法を提供する。
【解決手段】半導体基板１００上にゲート絶縁膜１０２
、導電膜１０４及び金属膜１０６を形成する段階、導電
膜及び金属膜の界面１０５にイオン注入領域を形成する
ためにイオン注入工程を行う段階、イオン注入された半
導体基板にフラッシュ熱処理工程を行う段階及び金属膜
、導電膜及びゲート絶縁膜をパターニングする段階を含
む半導体素子の製造方法。
【選択図】図１Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上にゲート絶縁膜、導電膜及び金属膜を形成する段階;
　上記導電膜及び金属膜の界面にイオン注入領域を形成するためにイオン注入工程を行う
段階;
　上記イオン注入された上記半導体基板にフラッシュ熱処理工程を行う段階;及び
　上記金属膜、上記導電膜及び上記ゲート絶縁膜をパターニングする段階を含む半導体素
子の製造方法。
【請求項２】
　上記イオン注入工程は、リン(P)、ヒ素(As)、ゲルマニウム(Ge)及びシリコン(Si)イオ
ンのいずれか一つを用いて行う請求項１に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項３】
　上記イオン注入工程は、1×1014inos/cm2～1×1016inos/cm2のエネルギーを加えて行う
請求項１に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項４】
　上記フラッシュ熱処理工程は、キセノン(xenon;Xe)フラッシュランプ(flash lamp)を用
いて行う請求項1に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項５】
　さらに、上記フラッシュ熱処理工程を行った後、上記半導体基板にハロゲン熱処理工程
を行う段階を含む請求項１に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項６】
　半導体基板上にゲート絶縁膜、導電膜及び金属膜を形成する段階;
　上記導電膜及び金属膜の界面にイオン注入領域を形成するためにイオン注入工程を行う
段階;
　上記イオン注入された上記半導体基板にハロゲン熱処理工程を行う段階;及び
　上記金属膜、上記導電膜及び上記ゲート絶縁膜をパターニングする段階を含む半導体素
子の製造方法。
【請求項７】
　上記ハロゲン熱処理工程は、タングステンハロゲンランプを用いて行う請求項５また６
に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項８】
　第５項または第６項において、
　上記ハロゲン熱処理工程は、窒素(N2)の雰囲気下で急速熱処理方式(RTP)で行う請求項
５また６に記載の半導体素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子の製造方法に関するものであり、特に、導電膜と金属膜の積層構
造のゲート電極膜を形成するにおいて、界面の粗度を均一にすることにより、比抵抗を減
少させる半導体素子の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体素子においてゲート電極(gate electrode)は、導電膜と金属膜の積層構
造で形成するが、導電膜はポリシリコン(poly silicon)で形成し、金属膜はタングステン
シリサイド(tungsten silicide;WSix)を使って主に形成している。金属膜を形成した後、
金属膜の抵抗を減少させ、後続のワードライン(word line)の電気的特性を向上させるた
めに熱処理工程を行う。
【０００３】
　しかし、この時に行う熱処理工程は高温で行うため、金属膜のグレインサイズ(grain s
ize)が不均一になり得る。金属膜のグレインサイズが不均一になれば、金属膜と導電膜の
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界面の粗度(roughness)が増加し、抵抗の増加をもたらすことがあり、ゲートパターニン
グ(patterning)工程が困難になり得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、ゲート電極の形成のための金属膜を形成した後にイオン注入工程を行い、金
属膜と導電膜との間の界面の粗度を向上させ、フラッシュ熱処理工程を行うことにより、
粗度の増加を抑制させながら、比抵抗を低くするように半導体素子を製造する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施例による半導体素子の製造方法は、半導体基板上にゲート絶縁膜、導電膜
及び金属膜を形成する。導電膜及び金属膜の界面にイオン注入領域を形成するためにイオ
ン注入工程を行う。イオン注入された半導体基板にフラッシュ熱処理工程を行う。金属膜
、導電膜及びゲート絶縁膜をパターニングする段階を含む半導体素子の製造方法である。
【０００６】
　イオン注入工程は、リン(P)、ヒ素(As)、ゲルマニウム(Ge)及びシリコン(Si)イオンの
いずれか一つを用いて行い、イオン注入工程は、1×1014inos/cm2～1×1016inos/cm2のエ
ネルギーを加えて行う。
【０００７】
　フラッシュ熱処理工程は、キセノン(xenon;Xe)フラッシュランプ(flash lamp)を用いて
行う。
【０００８】
　フラッシュ熱処理工程を行った後、半導体基板にハロゲン熱処理工程を行う段階をさら
に含む。
【０００９】
　本発明の他の実施例による半導体素子の製造方法は、半導体基板上にゲート絶縁膜、導
電膜及び金属膜を形成する。導電膜及び金属膜の界面にイオン注入領域を形成するために
イオン注入工程を行う。イオン注入された半導体基板にハロゲン熱処理工程を行う。金属
膜、導電膜及びゲート絶縁膜をパターニングする段階を含む半導体素子の製造方法である
。
【００１０】
　ハロゲン熱処理工程はタングステンハロゲンランプを用いて行い、ハロゲン熱処理工程
は窒素(N2)の雰囲気下で急速熱処理方式(RTP)で行う。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、ゲート電極膜を形成した後にイオン注入工程を行い、金属膜と導電膜との間
の界面の粗度を改善することができ、フラッシュランプを用いた熱処理工程を行うことに
より、粗度の増加を抑制しながら比抵抗を低くすることができる。これにより、ゲート電
極の抵抗増加を防止することができ、ゲートパターニング工程を容易に行うことができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、添付した図面を参照し、本発明の望ましい実施例を説明する。しかし、本発明は
、以下に開示される実施例により限定されるものではなく、互いに異なる多様な形態で具
現されることができ、単に本実施例は、本発明の開示が完全であるようにし、通常の知識
を有する者に発明の範疇を完全に知らせるために提供されるものである。
【００１３】
　図１Ａ～図１Ｄは、本発明による半導体素子の製造方法を説明するための断面図である
。
【００１４】
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　図１Ａを参照すれば、素子分離膜(図示せず)が形成された半導体基板(100)上にゲート
絶縁膜(102)及びゲート電極膜(103)を形成する。ゲート絶縁膜(102)は酸化膜で形成する
ことが望ましく、ゲート電極(103)は導電膜(104)及び金属膜(106)の積層構造で形成する
ことが望ましい。導電膜(104)はポリシリコンで形成することができ、金属膜(104)はタン
グステンシリサイド(tungsten silicide)で形成することができる。
【００１５】
　図１Ｂを参照すれば、金属膜(106)と導電膜(104)との間の界面(105)がイオン注入領域(
108)に含まれるようにイオン注入工程を行う。イオン注入工程は、リン(phosphorus;P)、
ヒ素(arsenic;As)、ゲルマニウム(germanium;Ge)及びシリコン(silicon;Si)イオンのいず
れか一つを用いて行うことができる。また、イオン注入工程時に加えるエネルギーは、ゲ
ート電極膜の厚さ及び物質により調節することができ、望ましくは、イオン注入領域(108
)が金属膜(106)と導電膜(104)との界面(105)に含まれ得るエネルギーで印加して行う。例
えば、イオン注入工程は、1×1014inos/cm2～1×1016inos/cm2のエネルギーを加えて行え
る。
【００１６】
　図２は、イオン注入工程の有無によるタングステンシリサイド膜(WSix)の粗度(roughne
ss)を示した原子顕微鏡(atomic force microscope;以下、AFMとする)の写真である。図２
を参照すれば、イオン注入工程を行っていない基板(A)とイオン注入工程を行った基板(B)
を対照して見れば、イオン注入を行った基板(B)において金属膜(106)の粗度(roughness)
がさらに均一であるということがAFM写真を通じて分かる。
【００１７】
　図１Ｃを参照すれば、金属膜(106)が形成された半導体基板(100)に熱処理工程を行う。
もし、ハロゲンランプを用いて熱処理工程を実施すれば、高温の熱処理装備の中で長時間
熱処理工程を実施しなければならないため、金属膜(106)のグレインサイズが大きくなる
ことがある。グレインサイズが大きくなれば、金属膜(106)と導電膜(104)との間の界面(1
05)の粗度が増加することがある。
【００１８】
　これを改善するために、導電膜(104)と金属膜(106)との間の界面(105)の粗度(roughnes
s)を維持しながら抵抗を低くするためのフラッシュ熱処理工程を行う。フラッシュ熱処理
工程は、キセノン(xenon;Xe)フラッシュランプ(flash lamp)を用いて行うことが望ましい
。キセノンフラッシュランプは、一般に用いられるタングステン(tungsten;W)ハロゲンラ
ンプ(halogen lamp)より波長が短く、発光がゲート電極膜に吸収されやすいため、熱処理
工程を効率的に行うことができる。
【００１９】
　図３のグラフを参照して具体的に説明すれば、次の通りである。図3は、波長が異なる
ランプ(Xe flash lamp及びW halogen lamp)による発光光の吸収率(Si absorption coeffi
cient)を比較したグラフであり、X軸は波長を示し、Y軸は強度を示す。グラフの左側のY
軸はランプの強度(intensity)を示し、右側のY軸は吸収率(absorption)を示す。グラフに
おいて、キセノン(Xe)フラッシュランプを用いた工程がタングステン(W)ハロゲンランプ
を用いた工程より吸収率が大きいということが分かるが、これは、キセノンフラッシュラ
ンプの波長(200nm～800nm)がタングステンハロゲンランプの波長(400nm以上)より比較的
小さい低周波のためであり、ゲート電極膜への吸収率が増加する。
【００２０】
　また、キセノン(Xe)フラッシュランプを用いた熱処理工程は、メートルセック(ms)の短
時間工程が可能であるため、一般のタングステンハロゲンランプを用いる熱処理工程に比
べて工程時間を短縮することができる。
【００２１】
　短時間に熱処理工程を実施すれば、金属膜(106)のグレインサイズ(grain size)の増加
を抑制でき、比抵抗を低くすることができ、これにより金属膜(106)と導電膜(104)との間
の界面(105)の粗度の増加を抑制することができる。
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【００２２】
　フラッシュランプを用いた熱処理工程を行った後に比抵抗の減少のための熱処理工程を
さらに行うこともできる。この時に行う熱処理工程は、窒素(N2)の雰囲気下でタングステ
ンハロゲンランプを用いた急速熱処理方式(RTP)で行い、イオン注入領域の濃度の変化な
しに比抵抗をさらに低くすることができる。
【００２３】
　図１Ｄを参照すれば、金属膜(106)上にハードマスク膜パターン(110)を形成し、ハード
マスク膜のパターン(110)によりエッチング工程を行い、金属膜(106)、導電膜(104)及び
ゲート絶縁膜(102)をパターニングする。上述したイオン注入工程及びフラッシュ熱処理
工程をいずれも行うか、またはいずれか一つの工程を行うことにより界面(105)の粗度を
改善することができ、ゲート電極の抵抗を減少させることができる。
【００２４】
　これについて図４を参照すれば、図４は、イオン注入工程による金属膜の粗度(root me
an square;RMS)差をグラフで示したものである。グラフにおいて'C'はイオン注入工程を
行わずに熱処理工程のみを行った膜の粗度に対するグラフであり、'D'及び'E'はイオン注
入工程を行った膜のグラフである。
【００２５】
　図４において、イオン注入を行わずに熱処理工程を行った膜(C)の粗度が最も高く、こ
れに比べて、不純物(PまたはAs)が注入された膜(D及びE)の粗度がさらに小さいことが分
かる。この中でも、ヒ素(As)を用いてイオン注入工程を行う場合がリン(P)を用いてイオ
ン注入工程を行う場合より粗度がさらに減ることが分かる。
【００２６】
　これにより、イオン注入工程を行うことにより、金属膜(106)と導電膜(104)との間の界
面(105)の粗度を向上させることができ、フラッシュランプを用いた熱処理工程を行うこ
とにより、界面(105)粗度の増加を防止しながら、比抵抗を低くすることができ、製造時
間を短縮させることができる。
【００２７】
　上記で説明した本発明の技術的思想は、望ましい実施例で具体的に記述されたが、上記
の実施例はその説明のためのものであり、その制限のためのものではないことに注意しな
ければならない。また、本発明は、本発明の技術分野の通常の専門家であれば、本発明の
技術的思想の範囲内で多様な実施例が可能であることを理解することができるものである
。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１Ａ】本発明による半導体素子の製造方法を説明するための断面図である。
【図１Ｂ】本発明による半導体素子の製造方法を説明するための断面図である。
【図１Ｃ】本発明による半導体素子の製造方法を説明するための断面図である。
【図１Ｄ】本発明による半導体素子の製造方法を説明するための断面図である。
【図２】本発明による金属膜のAFM写真である。
【図３】熱処理工程時に用いられるランプによる吸収率を示したグラフである。
【図４】本発明による金属膜の粗度を比較したグラフである。
【符号の説明】
【００２９】
　100:半導体基板
　102:ゲート絶縁膜
　104:導電膜
　105:界面
　106:金属膜
　108:イオン注入領域
　110:ハードマスク膜パターン
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【図１Ｃ】

【図１Ｄ】
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【図２】

【図３】
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